
「ねんきん定期便」の見方（５０歳未満の方用（３５・４５歳の方を除く））

作成年月日時点の年金記録を基に、作成年月日の前々

月までの加入期間を反映して作成しています。

２ これまでの加入実績に応じた年金額
◆作成年月日時点での加入実績や納付実績に

１ これまでの年金加入期間
【第1号被保険者の加入月数】

◆未納月数は納付月数には含まれません。（3/4免除等、一部免除の

月数は、免除された残りの保険料を納付している場合に計算されま

す。）

◆前納月数は納付月数に計算しています。

第1号被保険者についてはこちらから。

１

２

「ねんきん定期便」の見方（５０歳未満の方用（３５・４５歳の方を除く））

作成年月日時点の年金記録を基に、作成年月日の前々

月までの加入期間を反映して作成しています。

２ これまでの加入実績に応じた年金額
◆作成年月日時点での加入実績や納付実績に

基づき年金見込額を計算したものです。

◆年金見込額が表示されていない方へ

以下の原因が考えられます。

○期間が重複している年金加入記録がある。

○厚生年金保険に移行されていない農林共済

組合の加入記録がある。

※年金加入記録の補正の必要がありますので、

お近くの年金事務所にご相談ください。

【老齢基礎年金】

◆学生納付特例または若年者納付猶予制度の

適用を受けている期間は含めておりません。

老齢基礎年金についてはこちらから

１ これまでの年金加入期間
【第1号被保険者の加入月数】

◆未納月数は納付月数には含まれません。（3/4免除等、一部免除の

月数は、免除された残りの保険料を納付している場合に計算されま

す。）

◆前納月数は納付月数に計算しています。

第1号被保険者についてはこちらから。

【第３号被保険者の加入月数】

◆第３号被保険者に関する表示は、第３号被保険者として現在お届け

いただいている内容を基に表示されており、配偶者が離職等により第１

号被保険者に該当している場合等、実際と異なる場合があります。

※第１号被保険者への変更を届け出ていた場合においても、この「ね

んきん定期便」への反映が間に合わないため、表示が異なっている場

合もあります。

第３号被保険者についてはこちらから。

【国民年金被保険者期間の合計月数】

第１号被保険者＋第３号被保険者＝国民年金合計

国民年金制度についてはこちらから。

【厚生年金保険の加入月数】

１

２

「ねんきん定期便」の見方（５０歳未満の方用（３５・４５歳の方を除く））

作成年月日時点の年金記録を基に、作成年月日の前々

月までの加入期間を反映して作成しています。

２ これまでの加入実績に応じた年金額
◆作成年月日時点での加入実績や納付実績に

基づき年金見込額を計算したものです。

◆年金見込額が表示されていない方へ

以下の原因が考えられます。

○期間が重複している年金加入記録がある。

○厚生年金保険に移行されていない農林共済

組合の加入記録がある。

※年金加入記録の補正の必要がありますので、

お近くの年金事務所にご相談ください。

【老齢基礎年金】

◆学生納付特例または若年者納付猶予制度の

適用を受けている期間は含めておりません。

老齢基礎年金についてはこちらから。

【老齢厚生年金】

◆厚生年金基金から受給できる額も含んでい

ます。

老齢厚生年金についてはこちらから。

１ これまでの年金加入期間
【第1号被保険者の加入月数】

◆未納月数は納付月数には含まれません。（3/4免除等、一部免除の

月数は、免除された残りの保険料を納付している場合に計算されま

す。）

◆前納月数は納付月数に計算しています。

第1号被保険者についてはこちらから。

【第３号被保険者の加入月数】

◆第３号被保険者に関する表示は、第３号被保険者として現在お届け

いただいている内容を基に表示されており、配偶者が離職等により第１

号被保険者に該当している場合等、実際と異なる場合があります。

※第１号被保険者への変更を届け出ていた場合においても、この「ね

んきん定期便」への反映が間に合わないため、表示が異なっている場

合もあります。

第３号被保険者についてはこちらから。

【国民年金被保険者期間の合計月数】

第１号被保険者＋第３号被保険者＝国民年金合計

国民年金制度についてはこちらから。

【厚生年金保険の加入月数】

厚生年金保険制度についてはこちらから。

【船員保険の加入月数】

船員保険制度についてはこちらから。

【年金加入期間合計】

国民年金合計＋厚生年金保険＋船員保険＝年金加入期間合計

（参考）これまでの保険料納付額
【厚生年金保険（厚生年金被保険者期間の保険料納付額）】

１

２

「ねんきん定期便」の見方（５０歳未満の方用（３５・４５歳の方を除く））

作成年月日時点の年金記録を基に、作成年月日の前々

月までの加入期間を反映して作成しています。

２ これまでの加入実績に応じた年金額
◆作成年月日時点での加入実績や納付実績に

基づき年金見込額を計算したものです。

◆年金見込額が表示されていない方へ

以下の原因が考えられます。

○期間が重複している年金加入記録がある。

○厚生年金保険に移行されていない農林共済

組合の加入記録がある。

※年金加入記録の補正の必要がありますので、

お近くの年金事務所にご相談ください。

【老齢基礎年金】

◆学生納付特例または若年者納付猶予制度の

適用を受けている期間は含めておりません。

老齢基礎年金についてはこちらから。

【老齢厚生年金】

◆厚生年金基金から受給できる額も含んでい

ます。

老齢厚生年金についてはこちらから。

１ これまでの年金加入期間
【第1号被保険者の加入月数】

◆未納月数は納付月数には含まれません。（3/4免除等、一部免除の

月数は、免除された残りの保険料を納付している場合に計算されま

す。）

◆前納月数は納付月数に計算しています。

第1号被保険者についてはこちらから。

【第３号被保険者の加入月数】

◆第３号被保険者に関する表示は、第３号被保険者として現在お届け

いただいている内容を基に表示されており、配偶者が離職等により第１

号被保険者に該当している場合等、実際と異なる場合があります。

※第１号被保険者への変更を届け出ていた場合においても、この「ね

んきん定期便」への反映が間に合わないため、表示が異なっている場

合もあります。

第３号被保険者についてはこちらから。

【国民年金被保険者期間の合計月数】

第１号被保険者＋第３号被保険者＝国民年金合計

国民年金制度についてはこちらから。

【厚生年金保険の加入月数】

厚生年金保険制度についてはこちらから。

【船員保険の加入月数】

船員保険制度についてはこちらから。

【年金加入期間合計】

国民年金合計＋厚生年金保険＋船員保険＝年金加入期間合計

（参考）これまでの保険料納付額
【厚生年金保険（厚生年金被保険者期間の保険料納付額）】

◆平成７年４月より、育児休業期間中の保険料（本人負担分）は免除されていますので、保険料納付額に含まれておりません。

◆養育特例を受けている期間については、みなしの標準報酬月額に相応する保険料額を計算しているため、実際にお給料から

控除されている保険料額とは異なります。

◆旧３公社共済組合（ＪＲ、ＪＴ、ＮＴＴ）及び農林共済組合に加入されていた期間については、統合日（旧３公社共済組合：平成９

年４月１日、農林共済組合：平成１４年４月１日）以後の保険料納付額を計算しています。

◎厚生年金保険の保険料額は被保険者負担分のみを計算しています。

「ねんきん定期便」は、将来受給できる年金の見込額と納めた保険料を比べていただくことで、年金の給付と保険料負担の関

係を実感していただくこと。

また、毎月の標準報酬月額や保険料納付額を確認していただき、年金記録の正確性を確保していくことを目的としています。

このため、「ねんきん定期便」の保険料納付額の欄には、毎月の給与から控除されていた個人負担分の保険料額のみを記載

しています。

１

２

「ねんきん定期便」の見方（５０歳未満の方用（３５・４５歳の方を除く））

作成年月日時点の年金記録を基に、作成年月日の前々

月までの加入期間を反映して作成しています。

２ これまでの加入実績に応じた年金額
◆作成年月日時点での加入実績や納付実績に

基づき年金見込額を計算したものです。

◆年金見込額が表示されていない方へ

以下の原因が考えられます。

○期間が重複している年金加入記録がある。

○厚生年金保険に移行されていない農林共済

組合の加入記録がある。

※年金加入記録の補正の必要がありますので、

お近くの年金事務所にご相談ください。

【老齢基礎年金】

◆学生納付特例または若年者納付猶予制度の

適用を受けている期間は含めておりません。

老齢基礎年金についてはこちらから。

【老齢厚生年金】

◆厚生年金基金から受給できる額も含んでい

ます。

老齢厚生年金についてはこちらから。

１ これまでの年金加入期間
【第1号被保険者の加入月数】

◆未納月数は納付月数には含まれません。（3/4免除等、一部免除の

月数は、免除された残りの保険料を納付している場合に計算されま

す。）

◆前納月数は納付月数に計算しています。

第1号被保険者についてはこちらから。

【第３号被保険者の加入月数】

◆第３号被保険者に関する表示は、第３号被保険者として現在お届け

いただいている内容を基に表示されており、配偶者が離職等により第１

号被保険者に該当している場合等、実際と異なる場合があります。

※第１号被保険者への変更を届け出ていた場合においても、この「ね

んきん定期便」への反映が間に合わないため、表示が異なっている場

合もあります。

第３号被保険者についてはこちらから。

【国民年金被保険者期間の合計月数】

第１号被保険者＋第３号被保険者＝国民年金合計

国民年金制度についてはこちらから。

【厚生年金保険の加入月数】

厚生年金保険制度についてはこちらから。

【船員保険の加入月数】

船員保険制度についてはこちらから。

【年金加入期間合計】

国民年金合計＋厚生年金保険＋船員保険＝年金加入期間合計

（参考）これまでの保険料納付額
【厚生年金保険（厚生年金被保険者期間の保険料納付額）】

◆平成７年４月より、育児休業期間中の保険料（本人負担分）は免除されていますので、保険料納付額に含まれておりません。

◆養育特例を受けている期間については、みなしの標準報酬月額に相応する保険料額を計算しているため、実際にお給料から

控除されている保険料額とは異なります。

◆旧３公社共済組合（ＪＲ、ＪＴ、ＮＴＴ）及び農林共済組合に加入されていた期間については、統合日（旧３公社共済組合：平成９

年４月１日、農林共済組合：平成１４年４月１日）以後の保険料納付額を計算しています。

◎厚生年金保険の保険料額は被保険者負担分のみを計算しています。

「ねんきん定期便」は、将来受給できる年金の見込額と納めた保険料を比べていただくことで、年金の給付と保険料負担の関

係を実感していただくこと。

また、毎月の標準報酬月額や保険料納付額を確認していただき、年金記録の正確性を確保していくことを目的としています。

このため、「ねんきん定期便」の保険料納付額の欄には、毎月の給与から控除されていた個人負担分の保険料額のみを記載

しています。

１

２
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「ねんきん定期便」の見方（５０歳以上の方用（５８歳の方を除く））

１ これまでの年金加入期間
【第1号被保険者の加入月数】

◆未納月数は納付月数には含まれません。（3/4免除等、一部免除の

月数は、免除された残りの保険料を納付している場合に計算されま

す。）

◆前納月数は納付月数に計算しています。

第1号被保険者についてはこちらから。

作成年月日時点の年金記録を基に、作成年月日の前々

月までの加入期間を反映して作成しています。

２ 老齢年金の見込額
◆年金見込額が表示されていない方へ

以下の原因が考えられます。

老齢年金の見込額が表示されていない方は、

お近くの年金事務所または年金相談センターに

ご相談ください。

・共済組合期間がある。（共済組合期間は見込

額の計算に使用していません）

被保 が

１
２

「ねんきん定期便」の見方（５０歳以上の方用（５８歳の方を除く））

１ これまでの年金加入期間
【第1号被保険者の加入月数】

◆未納月数は納付月数には含まれません。（3/4免除等、一部免除の

月数は、免除された残りの保険料を納付している場合に計算されま

す。）

◆前納月数は納付月数に計算しています。

第1号被保険者についてはこちらから。

【第３号被保険者の加入月数】

◆第３号被保険者に関する表示は、第３号被保険者として現在お届け

いただいている内容を基に表示されており、配偶者が離職等により第１

号被保険者に該当している場合等、実際と異なる場合があります。

※第１号被保険者への変更を届け出ていた場合においても、この「ね

んきん定期便」への反映が間に合わないため、表示が異なっている場

合もあります。

第３号被保険者についてはこちらから。

【国民年金被保険者期間の合計月数】

第１号被保険者＋第３号被保険者＝国民年金合計

国民年金制度についてはこちらから。

【厚生年金保険の加入月数】

作成年月日時点の年金記録を基に、作成年月日の前々

月までの加入期間を反映して作成しています。

２ 老齢年金の見込額
◆年金見込額が表示されていない方へ

以下の原因が考えられます。

老齢年金の見込額が表示されていない方は、

お近くの年金事務所または年金相談センターに

ご相談ください。

・共済組合期間がある。（共済組合期間は見込

額の計算に使用していません）

・被保険者記録に不備がある。

・合算対象期間（いわゆるカラ期間）を算入しな

ければ受給要件を満たさない。

・農林共済組合の期間のみで２４０か月以上あ

る。（農林共済組合から年金が支給される場合

があるため、個別に判断する必要がありま

す。）

◆受給開始年齢に到達しても在職している場

合は

年金が停止される場合があります。

在職中の年金についてはこちらから。

【老齢基礎年金】

１
２

「ねんきん定期便」の見方（５０歳以上の方用（５８歳の方を除く））

１ これまでの年金加入期間
【第1号被保険者の加入月数】

◆未納月数は納付月数には含まれません。（3/4免除等、一部免除の

月数は、免除された残りの保険料を納付している場合に計算されま

す。）

◆前納月数は納付月数に計算しています。

第1号被保険者についてはこちらから。

【第３号被保険者の加入月数】

◆第３号被保険者に関する表示は、第３号被保険者として現在お届け

いただいている内容を基に表示されており、配偶者が離職等により第１

号被保険者に該当している場合等、実際と異なる場合があります。

※第１号被保険者への変更を届け出ていた場合においても、この「ね

んきん定期便」への反映が間に合わないため、表示が異なっている場

合もあります。

第３号被保険者についてはこちらから。

【国民年金被保険者期間の合計月数】

第１号被保険者＋第３号被保険者＝国民年金合計

国民年金制度についてはこちらから。

【厚生年金保険の加入月数】

厚生年金保険制度についてはこちらから。

【船員保険の加入月数】

船員保険制度についてはこちらから。

【年金加入期間合計】

国民年金合計＋厚生年金保険＋船員保険＝年金加入期間合計

作成年月日時点の年金記録を基に、作成年月日の前々

月までの加入期間を反映して作成しています。

（参考）これまでの保険料納付額
【厚生年金保険（厚生年金保険被保険者期間の保険料納付額）】

２ 老齢年金の見込額
◆年金見込額が表示されていない方へ

以下の原因が考えられます。

老齢年金の見込額が表示されていない方は、

お近くの年金事務所または年金相談センターに

ご相談ください。

・共済組合期間がある。（共済組合期間は見込

額の計算に使用していません）

・被保険者記録に不備がある。

・合算対象期間（いわゆるカラ期間）を算入しな

ければ受給要件を満たさない。

・農林共済組合の期間のみで２４０か月以上あ

る。（農林共済組合から年金が支給される場合

があるため、個別に判断する必要がありま

す。）

◆受給開始年齢に到達しても在職している場

合は

年金が停止される場合があります。

在職中の年金についてはこちらから。

【老齢基礎年金】

学生納付特例または若年者納付猶予制度の

適用を受けている期間は含めておりません。

老齢基礎年金についてはこちらから。

【特別支給の老齢厚生年金】

報酬比例部分及び定額部分＝特別支給の老

齢厚生年金

特別支給の老齢厚生年金についてはこちらか

ら。

【今年５０歳になられた方へ】
５０歳から老齢年金の見込額の試算方法が変わります。

１
２

「ねんきん定期便」の見方（５０歳以上の方用（５８歳の方を除く））

１ これまでの年金加入期間
【第1号被保険者の加入月数】

◆未納月数は納付月数には含まれません。（3/4免除等、一部免除の

月数は、免除された残りの保険料を納付している場合に計算されま

す。）

◆前納月数は納付月数に計算しています。

第1号被保険者についてはこちらから。

【第３号被保険者の加入月数】

◆第３号被保険者に関する表示は、第３号被保険者として現在お届け

いただいている内容を基に表示されており、配偶者が離職等により第１

号被保険者に該当している場合等、実際と異なる場合があります。

※第１号被保険者への変更を届け出ていた場合においても、この「ね

んきん定期便」への反映が間に合わないため、表示が異なっている場

合もあります。

第３号被保険者についてはこちらから。

【国民年金被保険者期間の合計月数】

第１号被保険者＋第３号被保険者＝国民年金合計

国民年金制度についてはこちらから。

【厚生年金保険の加入月数】

厚生年金保険制度についてはこちらから。

【船員保険の加入月数】

船員保険制度についてはこちらから。

【年金加入期間合計】

国民年金合計＋厚生年金保険＋船員保険＝年金加入期間合計

作成年月日時点の年金記録を基に、作成年月日の前々

月までの加入期間を反映して作成しています。

（参考）これまでの保険料納付額
【厚生年金保険（厚生年金保険被保険者期間の保険料納付額）】

◆平成７年４月より、育児休業期間中の保険料（本人負担分）は免除されていますので、保険料納付額に含まれておりません。

◆養育特例を受けている期間については、みなしの標準報酬月額に相応する保険料額を計算しているため、実際にお給料から

控除されている保険料額とは異なります。

◆旧３公社共済組合（ＪＲ、ＪＴ、ＮＴＴ）及び農林共済組合に加入されていた期間については、統合日（旧３公社共済組合：平成９

年４月１日、農林共済組合：平成１４年４月１日）以後の保険料納付額を計算しています。

◎厚生年金保険の保険料額は被保険者負担分のみを計算しています。

「ねんきん定期便」は、将来受給できる年金の見込額と納めた保険料を比べていただくことで、年金の給付と保険料負担の関

係を実感していただくこと。

また、毎月の標準報酬月額や保険料納付額を確認していただき、年金記録の正確性を確保していくことを目的としています。

このため、「ねんきん定期便」の保険料納付額の欄には、毎月の給与から控除されていた個人負担分の保険料額のみを記載

しています。

２ 老齢年金の見込額
◆年金見込額が表示されていない方へ

以下の原因が考えられます。

老齢年金の見込額が表示されていない方は、

お近くの年金事務所または年金相談センターに

ご相談ください。

・共済組合期間がある。（共済組合期間は見込

額の計算に使用していません）

・被保険者記録に不備がある。

・合算対象期間（いわゆるカラ期間）を算入しな

ければ受給要件を満たさない。

・農林共済組合の期間のみで２４０か月以上あ

る。（農林共済組合から年金が支給される場合

があるため、個別に判断する必要がありま

す。）

◆受給開始年齢に到達しても在職している場

合は

年金が停止される場合があります。

在職中の年金についてはこちらから。

【老齢基礎年金】

学生納付特例または若年者納付猶予制度の

適用を受けている期間は含めておりません。

老齢基礎年金についてはこちらから。

【特別支給の老齢厚生年金】

報酬比例部分及び定額部分＝特別支給の老

齢厚生年金

特別支給の老齢厚生年金についてはこちらか

ら。

【今年５０歳になられた方へ】
５０歳から老齢年金の見込額の試算方法が変わります。

◆５０歳未満の見込額試算

・これまでの加入実績で年金受給見込額を計算しています。

・簡易試算のため、基金代行部分（※）も含めて計算していま

す。

◆５０歳以降の見込額試算

・これまでの加入実績に加え、現在加入している制度の年金

記録を６０歳まで延長するなど、一定の前提のもと年金見込

額を計算しています。

・基金代行部分（※）を除いて計算しています。

（※）基金代行部分

厚生年金基金が国に代わって給付を行う部分です。厚生年

金基金に加入していた期間は、この代行部分に必要な保険

料を基金に納付しています

１
２

「ねんきん定期便」の見方（５０歳以上の方用（５８歳の方を除く））

１ これまでの年金加入期間
【第1号被保険者の加入月数】

◆未納月数は納付月数には含まれません。（3/4免除等、一部免除の

月数は、免除された残りの保険料を納付している場合に計算されま

す。）

◆前納月数は納付月数に計算しています。

第1号被保険者についてはこちらから。

【第３号被保険者の加入月数】

◆第３号被保険者に関する表示は、第３号被保険者として現在お届け

いただいている内容を基に表示されており、配偶者が離職等により第１

号被保険者に該当している場合等、実際と異なる場合があります。

※第１号被保険者への変更を届け出ていた場合においても、この「ね

んきん定期便」への反映が間に合わないため、表示が異なっている場

合もあります。

第３号被保険者についてはこちらから。

【国民年金被保険者期間の合計月数】

第１号被保険者＋第３号被保険者＝国民年金合計

国民年金制度についてはこちらから。

【厚生年金保険の加入月数】

厚生年金保険制度についてはこちらから。

【船員保険の加入月数】

船員保険制度についてはこちらから。

【年金加入期間合計】

国民年金合計＋厚生年金保険＋船員保険＝年金加入期間合計

作成年月日時点の年金記録を基に、作成年月日の前々

月までの加入期間を反映して作成しています。

（参考）これまでの保険料納付額
【厚生年金保険（厚生年金保険被保険者期間の保険料納付額）】

◆平成７年４月より、育児休業期間中の保険料（本人負担分）は免除されていますので、保険料納付額に含まれておりません。

◆養育特例を受けている期間については、みなしの標準報酬月額に相応する保険料額を計算しているため、実際にお給料から

控除されている保険料額とは異なります。

◆旧３公社共済組合（ＪＲ、ＪＴ、ＮＴＴ）及び農林共済組合に加入されていた期間については、統合日（旧３公社共済組合：平成９

年４月１日、農林共済組合：平成１４年４月１日）以後の保険料納付額を計算しています。

◎厚生年金保険の保険料額は被保険者負担分のみを計算しています。

「ねんきん定期便」は、将来受給できる年金の見込額と納めた保険料を比べていただくことで、年金の給付と保険料負担の関

係を実感していただくこと。

また、毎月の標準報酬月額や保険料納付額を確認していただき、年金記録の正確性を確保していくことを目的としています。

このため、「ねんきん定期便」の保険料納付額の欄には、毎月の給与から控除されていた個人負担分の保険料額のみを記載

しています。

２ 老齢年金の見込額
◆年金見込額が表示されていない方へ

以下の原因が考えられます。

老齢年金の見込額が表示されていない方は、

お近くの年金事務所または年金相談センターに

ご相談ください。

・共済組合期間がある。（共済組合期間は見込

額の計算に使用していません）

・被保険者記録に不備がある。

・合算対象期間（いわゆるカラ期間）を算入しな

ければ受給要件を満たさない。

・農林共済組合の期間のみで２４０か月以上あ

る。（農林共済組合から年金が支給される場合

があるため、個別に判断する必要がありま

す。）

◆受給開始年齢に到達しても在職している場

合は

年金が停止される場合があります。

在職中の年金についてはこちらから。

【老齢基礎年金】

学生納付特例または若年者納付猶予制度の

適用を受けている期間は含めておりません。

老齢基礎年金についてはこちらから。

【特別支給の老齢厚生年金】

報酬比例部分及び定額部分＝特別支給の老

齢厚生年金

特別支給の老齢厚生年金についてはこちらか

ら。

【今年５０歳になられた方へ】
５０歳から老齢年金の見込額の試算方法が変わります。

◆５０歳未満の見込額試算

・これまでの加入実績で年金受給見込額を計算しています。

・簡易試算のため、基金代行部分（※）も含めて計算していま

す。

◆５０歳以降の見込額試算

・これまでの加入実績に加え、現在加入している制度の年金

記録を６０歳まで延長するなど、一定の前提のもと年金見込

額を計算しています。

・基金代行部分（※）を除いて計算しています。

（※）基金代行部分

厚生年金基金が国に代わって給付を行う部分です。厚生年

金基金に加入していた期間は、この代行部分に必要な保険

料を基金に納付しています。
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「ねんきん定期便」の見方（年金受給者の方用）

作成年月日時点の年金記録を基に、作成年月日の前々

月までの加入期間を反映して作成しています。

これまでの年金加入期間
【第1号被保険者の加入月数】

◆未納月数は納付月数には含まれません。（3/4免除等、一部免除の

月数は、免除された残りの保険料を納付している場合に計算されま

す。）

◆前納月数は納付月数に計算しています。

第1号被保険者についてはこちらから。

「ねんきん定期便」の見方（年金受給者の方用）

作成年月日時点の年金記録を基に、作成年月日の前々

月までの加入期間を反映して作成しています。

これまでの年金加入期間
【第1号被保険者の加入月数】

◆未納月数は納付月数には含まれません。（3/4免除等、一部免除の

月数は、免除された残りの保険料を納付している場合に計算されま

す。）

◆前納月数は納付月数に計算しています。

第1号被保険者についてはこちらから。

【第３号被保険者の加入月数】

◆第３号被保険者に関する表示は、第３号被保険者として現在お届け

いただいている内容を基に表示されており、配偶者が離職等により第１

号被保険者に該当している場合等、実際と異なる場合があります。

※第１号被保険者への変更を届け出ていた場合においても、この「ね

んきん定期便」への反映が間に合わないため、表示が異なっている場

合もあります。

第３号被保険者についてはこちらから。

【国民年金被保険者期間の合計月数】

第１号被保険者＋第３号被保険者＝国民年金合計

国民年金制度についてはこちらから。

【 年金保険 数】

「ねんきん定期便」の見方（年金受給者の方用）

作成年月日時点の年金記録を基に、作成年月日の前々

月までの加入期間を反映して作成しています。

これまでの年金加入期間
【第1号被保険者の加入月数】

◆未納月数は納付月数には含まれません。（3/4免除等、一部免除の

月数は、免除された残りの保険料を納付している場合に計算されま

す。）

◆前納月数は納付月数に計算しています。

第1号被保険者についてはこちらから。

【第３号被保険者の加入月数】

◆第３号被保険者に関する表示は、第３号被保険者として現在お届け

いただいている内容を基に表示されており、配偶者が離職等により第１

号被保険者に該当している場合等、実際と異なる場合があります。

※第１号被保険者への変更を届け出ていた場合においても、この「ね

んきん定期便」への反映が間に合わないため、表示が異なっている場

合もあります。

第３号被保険者についてはこちらから。

【国民年金被保険者期間の合計月数】

第１号被保険者＋第３号被保険者＝国民年金合計

国民年金制度についてはこちらから。

【厚生年金保険の加入月数】

厚生年金保険制度についてはこちらから。

【船員保険の加入月数】

船員保険制度についてはこちらから。

【年金加入期間合計】

国民年金合計＋厚生年金保険＋船員保険＝年金加入期間合計

（参考）これまでの保険料納付額

「ねんきん定期便」の見方（年金受給者の方用）

作成年月日時点の年金記録を基に、作成年月日の前々

月までの加入期間を反映して作成しています。

これまでの年金加入期間
【第1号被保険者の加入月数】

◆未納月数は納付月数には含まれません。（3/4免除等、一部免除の

月数は、免除された残りの保険料を納付している場合に計算されま

す。）

◆前納月数は納付月数に計算しています。

第1号被保険者についてはこちらから。

【第３号被保険者の加入月数】

◆第３号被保険者に関する表示は、第３号被保険者として現在お届け

いただいている内容を基に表示されており、配偶者が離職等により第１

号被保険者に該当している場合等、実際と異なる場合があります。

※第１号被保険者への変更を届け出ていた場合においても、この「ね

んきん定期便」への反映が間に合わないため、表示が異なっている場

合もあります。

第３号被保険者についてはこちらから。

【国民年金被保険者期間の合計月数】

第１号被保険者＋第３号被保険者＝国民年金合計

国民年金制度についてはこちらから。

【厚生年金保険の加入月数】

厚生年金保険制度についてはこちらから。

【船員保険の加入月数】

船員保険制度についてはこちらから。

【年金加入期間合計】

国民年金合計＋厚生年金保険＋船員保険＝年金加入期間合計

（参考）これまでの保険料納付額
【厚生年金保険（厚生年金保険被保険者期間の保険料納付額）】

◆平成７年４月より、育児休業期間中の保険料（本人負担分）は免除されていますので、保険料納付額に含まれておりません。

◆養育特例を受けている期間については、みなしの標準報酬月額に相応する保険料額を計算しているため、実際にお給料から

控除されている保険料額とは異なります。

◆旧３公社共済組合（ＪＲ、ＪＴ、ＮＴＴ）及び農林共済組合に加入されていた期間については、統合日（旧３公社共済組合：平成９

年４月１日、農林共済組合：平成１４年４月１日）以後の保険料納付額を計算しています。

◎厚生年金保険の保険料額は被保険者負担分のみを計算しています。

「ねんきん定期便」は、将来受給できる年金の見込額と納めた保険料を比べていただくことで、年金の給付と保険料負担の関

係を実感していただくこと。

また、毎月の標準報酬月額や保険料納付額を確認していただき、年金記録の正確性を確保していくことを目的としています。

このため、「ねんきん定期便」の保険料納付額の欄には、毎月の給与から控除されていた個人負担分の保険料額のみを記載

しています。

「ねんきん定期便」の見方（年金受給者の方用）

作成年月日時点の年金記録を基に、作成年月日の前々

月までの加入期間を反映して作成しています。

これまでの年金加入期間
【第1号被保険者の加入月数】

◆未納月数は納付月数には含まれません。（3/4免除等、一部免除の

月数は、免除された残りの保険料を納付している場合に計算されま

す。）

◆前納月数は納付月数に計算しています。

第1号被保険者についてはこちらから。

【第３号被保険者の加入月数】

◆第３号被保険者に関する表示は、第３号被保険者として現在お届け

いただいている内容を基に表示されており、配偶者が離職等により第１

号被保険者に該当している場合等、実際と異なる場合があります。

※第１号被保険者への変更を届け出ていた場合においても、この「ね

んきん定期便」への反映が間に合わないため、表示が異なっている場

合もあります。

第３号被保険者についてはこちらから。

【国民年金被保険者期間の合計月数】

第１号被保険者＋第３号被保険者＝国民年金合計

国民年金制度についてはこちらから。

【厚生年金保険の加入月数】

厚生年金保険制度についてはこちらから。

【船員保険の加入月数】

船員保険制度についてはこちらから。

【年金加入期間合計】

国民年金合計＋厚生年金保険＋船員保険＝年金加入期間合計

（参考）これまでの保険料納付額
【厚生年金保険（厚生年金保険被保険者期間の保険料納付額）】

◆平成７年４月より、育児休業期間中の保険料（本人負担分）は免除されていますので、保険料納付額に含まれておりません。

◆養育特例を受けている期間については、みなしの標準報酬月額に相応する保険料額を計算しているため、実際にお給料から

控除されている保険料額とは異なります。

◆旧３公社共済組合（ＪＲ、ＪＴ、ＮＴＴ）及び農林共済組合に加入されていた期間については、統合日（旧３公社共済組合：平成９

年４月１日、農林共済組合：平成１４年４月１日）以後の保険料納付額を計算しています。

◎厚生年金保険の保険料額は被保険者負担分のみを計算しています。

「ねんきん定期便」は、将来受給できる年金の見込額と納めた保険料を比べていただくことで、年金の給付と保険料負担の関

係を実感していただくこと。

また、毎月の標準報酬月額や保険料納付額を確認していただき、年金記録の正確性を確保していくことを目的としています。

このため、「ねんきん定期便」の保険料納付額の欄には、毎月の給与から控除されていた個人負担分の保険料額のみを記載

しています。

http://www.nenkin.go.jp./n/www/service/detail.jsp?id=3770
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3763
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1726
http://www.nenkin.go.jp/n/www/share/pdf/existing/new/topics/3go_kiroku/pdf/03.pdf
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=5172
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=5172
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=6420
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1980


「ねんきん定期便」の見方（全年齢共通（最近の月別状況））

作成年月日時点の年金記録を基に、作成しています。
【保険料納付額】

標準報酬月額に保険料率を乗じ、事業主と

被保険者で折半した保険料額を表示していま

す。（１円未満の端数の取扱いについては、お

勤め先によって負担方法が異なるため、「ね

んきん定期便」ては、１円未満の端数の取扱

「ねんきん定期便」の見方（全年齢共通（最近の月別状況））

作成年月日時点の年金記録を基に、作成しています。

【ねんきんネット】

インターネットサービス「ねんきんネット」では、

お客様のすべての加入期間の年金記録が確

認できます。

「アクセスキー」を使えば、わずか５分で登録

が完了します。ぜひご登録ください。

【保険料納付額】

標準報酬月額に保険料率を乗じ、事業主と

被保険者で折半した保険料額を表示していま

す。（１円未満の端数の取扱いについては、お

勤め先によって負担方法が異なるため、「ね

んきん定期便」ては、１円未満の端数の取扱

いについては、５０銭以下の場合は切捨て、５

０銭を超える場合は切り上げて表示していま

す。）

「ねんきん定期便」の見方（全年齢共通（最近の月別状況））

作成年月日時点の年金記録を基に、作成しています。

【国民年金（第１号・第３号）納付状況】

◆「最近の納付状況です」の見方（左面）を参照してください

【標準報酬月額】

事業主からの届出に基づき決定した標準報酬月額を表示しています

【標準賞与額】

賞与から納めていただく保険料の基とする

【ねんきんネット】

インターネットサービス「ねんきんネット」では、

お客様のすべての加入期間の年金記録が確

認できます。

「アクセスキー」を使えば、わずか５分で登録

が完了します。ぜひご登録ください。

「ねんきんネット」の詳細はこちらから。

【保険料納付額】

標準報酬月額に保険料率を乗じ、事業主と

被保険者で折半した保険料額を表示していま

す。（１円未満の端数の取扱いについては、お

勤め先によって負担方法が異なるため、「ね

んきん定期便」ては、１円未満の端数の取扱

いについては、５０銭以下の場合は切捨て、５

０銭を超える場合は切り上げて表示していま

す。）

「ねんきん定期便」の見方（全年齢共通（最近の月別状況））

作成年月日時点の年金記録を基に、作成しています。

【国民年金（第１号・第３号）納付状況】

◆「最近の納付状況です」の見方（左面）を参照してください。

◆作成年月日の前に保険料を納めた場合であっても（口座振替も同様）、情報が

反映されるまで最大３週間程度かかることがあるため、「未納」と表示されている場

合がありますのでご容赦ください。

【標準報酬月額】

事業主からの届出に基づき決定した標準報酬月額を表示しています。

・納めていただく保険料額の計算の基とするためのもので、給与の平均

を区切りのよい一定の幅で区分した金額に当てはめたものです。

「標準報酬月額等級表」はこちらから。

・標準報酬月額は、毎年、一定の時期の報酬を基に定期的に決め直さ

れます。

・また、標準報酬月額が２等級以上の変動があった場合も決め直され

ます。

標準報酬月額はこちらから。

【標準賞与額】

賞与から納めていただく保険料の基とする

ためのもので、賞与額（千円未満の端数を切

り捨てたもの）に基づいて決定します。

標準賞与額はこちらから。

【ねんきんネット】

インターネットサービス「ねんきんネット」では、

お客様のすべての加入期間の年金記録が確

認できます。

「アクセスキー」を使えば、わずか５分で登録

が完了します。ぜひご登録ください。

「ねんきんネット」の詳細はこちらから。

【保険料納付額】

標準報酬月額に保険料率を乗じ、事業主と

被保険者で折半した保険料額を表示していま

す。（１円未満の端数の取扱いについては、お

勤め先によって負担方法が異なるため、「ね

んきん定期便」ては、１円未満の端数の取扱

いについては、５０銭以下の場合は切捨て、５

０銭を超える場合は切り上げて表示していま

す。）

「ねんきん定期便」の見方（全年齢共通（最近の月別状況））

作成年月日時点の年金記録を基に、作成しています。

【国民年金（第１号・第３号）納付状況】

◆「最近の納付状況です」の見方（左面）を参照してください。

◆作成年月日の前に保険料を納めた場合であっても（口座振替も同様）、情報が

反映されるまで最大３週間程度かかることがあるため、「未納」と表示されている場

合がありますのでご容赦ください。

【標準報酬月額】

事業主からの届出に基づき決定した標準報酬月額を表示しています。

・納めていただく保険料額の計算の基とするためのもので、給与の平均

を区切りのよい一定の幅で区分した金額に当てはめたものです。

「標準報酬月額等級表」はこちらから。

・標準報酬月額は、毎年、一定の時期の報酬を基に定期的に決め直さ

れます。

・また、標準報酬月額が２等級以上の変動があった場合も決め直され

ます。

標準報酬月額はこちらから。

【標準賞与額】

賞与から納めていただく保険料の基とする

ためのもので、賞与額（千円未満の端数を切

り捨てたもの）に基づいて決定します。

標準賞与額はこちらから。

【ねんきんネット】

インターネットサービス「ねんきんネット」では、

お客様のすべての加入期間の年金記録が確

認できます。

「アクセスキー」を使えば、わずか５分で登録

が完了します。ぜひご登録ください。

「ねんきんネット」の詳細はこちらから。

【保険料納付額】

標準報酬月額に保険料率を乗じ、事業主と

被保険者で折半した保険料額を表示していま

す。（１円未満の端数の取扱いについては、お

勤め先によって負担方法が異なるため、「ね

んきん定期便」ては、１円未満の端数の取扱

いについては、５０銭以下の場合は切捨て、５

０銭を超える場合は切り上げて表示していま

す。）

http://www.nenkin.go.jp/n/www/share/pdf/existing/pension/kousei/pdf/standard_insurance_2.pdf
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3789
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3789
http://www.nenkin.go.jp/n_net/
http://www.nenkin.go.jp/n/www/share/pdf/existing/pension/kousei/pdf/standard_insurance.pdf
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